
米原市自治会集会施設情報通信ネットワーク環境整備費補助金交付要綱

(趣旨)

第１条 この要綱は、自治会集会施設の情報通信ネットワーク環境を整備し、自治会における

情報伝達の効率化および地域活動の推進を図ることを目的に、予算の範囲内で米原市自治

会集会施設情報通信ネットワーク環境整備費補助金（以下「補助金」という。）を交付す

ることについて、米原市補助金等交付規則（平成17年米原市規則第35号。以下「規則」と

いう。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第２条 補助の対象となる者は、米原市自治会事務等取扱交付金交付要綱（平成23年米原市告

示第53号）第２条第１号に規定する自治会とする。

(補助対象事業等)

第３条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）、事業の内容、補助の対象

となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助率および補助限度額は、別表に定め

るところによる。

(交付申請)

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、自治会集会施設情

報通信ネットワーク環境整備費補助金交付申請書（様式第１号）に、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(１) インターネット利用料補助事業 加入または加入予定のインターネット接続サービ

ス事業者の加入プランがわかる書類の写し。ただし、株式会社ＺＴＶのインターネット

接続サービスを利用し、市が当該事業者に対して契約情報を確認することに申請者が同

意する場合は、当該書類の写しの添付を省略することができる。

(２) 情報通信機器（無線ルーター）整備補助事業 見積書の写し

(交付決定)

第５条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の

交付の可否を決定し、自治会集会施設情報通信ネットワーク環境整備費補助金交付決定通

知書（様式第２号）または自治会集会施設情報通信ネットワーク環境整備費補助金不交付

決定通知書（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の変更等)

第６条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助対象事業の内



容を変更し、または中止しようとするときは、速やかに自治会集会施設情報通信ネットワ

ーク環境整備費補助金交付変更（取下げ）申請書（様式第４号）を市長に提出し、承認を

受けなければならない。

(実績報告)

第７条 補助事業者は、補助事業を完了した日から起算して30日を超えない日または翌年度の

４月10日のいずれか早い日までに、自治会集会施設情報通信ネットワーク環境整備費補助

金実績報告書（様式第５号）に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を

添付して、市長に提出しなければならない。

(１) インターネット利用料補助事業 自治会集会施設のインターネット利用料がわかる

領収書等の写し。ただし、株式会社ＺＴＶのインターネット接続サービスを利用し、市

が当該事業者に対して契約情報および支払状況を確認することに補助事業者が同意する

場合は、当該書類の写しの添付を省略することができる。

(２) 情報通信機器（無線ルーター）整備補助事業

ア 情報通信機器（無線ルーター）の設置写真

イ 領収書の写し

(端数計算)

第８条 規則第22条の３第１項および第２項の規定に基づく端数金額または全額の切捨ては、

行わないものとする。

(補助金の請求)

第９条 補助金の額の確定を受けた者は、補助金の交付を請求しようとするときは、自治会集

会施設情報通信ネットワーク環境整備費補助金交付請求書（様式第６号）を市長に提出す

るものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

付 則

(施行期日)

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。

(有効期限)

２ この告示は、令和９年３月31日限り、その効力を失う。



別表（第３条関係）

備考

補助対象事業のうち、情報通信機器（無線ルーター）整備補助事業は、１対象施設につき

１回限りとする。

補助対象事業 事業の内容 補助対象経費 補助率 補助限度額

インターネッ

ト利用料補助

事業

ケーブルテレビ

行政放送が接続

されている自治

会集会施設（以

下「対象施設」

という。）にお

いてインターネ

ット接続サービス

に加入し、利用す

るもの

対象施設のインターネッ

ト利用料（申請年度の３

月31日時点において、３

月分の月額利用料の支払

いが完了していないとき

は、交付申請時において

当該インターネット接続

サービス契約を継続して

いる場合に限り、３月分

の月額利用料を補助対象

経費に含めるものとす

る。）

１／２以内
１月当たり

1,650円

情報通信機器

（無線ルータ

ー）整備補助

事業

対象施設におい

てインターネッ

ト接続サービスを

利用するための情

報通信機器（無線

ルーター）を整備

するもの

対象施設に設置する情報

通信機器（無線ルーター）

購入費

３／４以内 30,000円



様式第１号（第４条関係）

年 月 日

米原市自治会集会施設情報通信ネットワーク環境整備費補助金交付申請書

米 原 市 長 様

米原市自治会集会施設情報通信ネットワーク環境整備費補助金交付要綱第４条の規定に基づき、

関係書類を添えて下記のとおり米原市自治会集会施設情報通信ネットワーク環境整備費補助金の交

付を申請します。

記

自治会集会施設

確認および同意事項

（内容を確認し、記載内容に同意する場合は、チェックを入れてください。チェックがない場合

は、関係書類の提出が必要となる場合があります。）

自治会名

自治会長名

名称

住所

☐

当自治会集会施設は、株式会社ＺＴＶが提供するＣＡＴＶ（行政情報番組伊吹山テ
レビ）に加入し、または加入する予定であり、市が本申請内容の審査を行うことを目
的に、株式会社ＺＴＶが保有する契約情報および支払状況を市が確認することについ
て同意します。



添付書類

(１) インターネット利用料補助事業

加入または加入予定のサービス事業者の加入プランがわかる書類の写し。ただし、株式会

社ＺＴＶのインターネット接続サービスを利用し、上記の同意欄にチェックがある場合は、

添付不要です。

(２) 情報通信機器（無線ルーター）整備補助事業

見積書の写し

事業計画および補助金交付申請額

１ インターネット利用料補助事業（該当する方にチェックを入れてください。）

☐ 加入 事業者名：

☐ 加入予定 事業者名：

月額利用料および補助金交付申請額

月額利用料
補助金額

月額利用料×１/２（※限度額：１月当たり1,650円）

月 円 円

月 円 円

月 円 円

月 円 円

月 円 円

月 円 円

月 円 円

月 円 円

月 円 円

月 円 円

月 円 円

月 円 円

合計 円 補助金申請額 円

２ 情報通信機器（無線ルーター）整備補助事業

☐ 機器の買換え

☐ 新規購入

購入費および補助金交付申請額

見積額
補助金額

見積額×３/４（※限度額：30,000円）

円 円



様式第２号（第５条関係）

第 号

年 月 日

米原市自治会集会施設情報通信ネットワーク環境整備費補助金交付決定通知書

様

米 原 市 長 印

年 月 日付けで申請のあった米原市自治会集会施設情報通信ネットワーク環境整備費

補助金について、下記のとおり交付することに決定したので、米原市自治会集会施設情報通信ネッ

トワーク環境整備費補助金交付要綱第５条の規定に基づき通知します。

記

１ 補助金の交付決定額 (１) インターネット利用料補助事業 円

(２) 情報通信機器（無線ルーター）整備補助事業 円

(３) 合計 円

２ 交付の条件

(１) 補助金は、補助事業の目的以外に使用できません。

(２) 補助事業の内容、経費の配分または執行計画の変更（市長が認める軽微な変更を除く。）

をするときは、交付変更申請を提出し、あらかじめ市長の承認を受けてください。

(３) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、または補助事業の遂行が困難となったとき

は、速やかに市長に報告し、その指示を受けてください。

(４) 補助事業を中止し、または廃止するときは、取下げ申請書を提出し、あらかじめ市長の承

認を受けてください。

３ その他

(１) 補助事業が完了したとき、または本会計年度が終了したときは、速やかに自治会集会施設

情報通信ネットワーク環境整備費補助金実績報告書を提出してください。

(２) 地方自治法第199条第７項の規定により、市の監査委員が補助事業の出納その他について監

査をすることがあります。

(３) 地方自治法第221条第２項および米原市補助金等交付規則第13条の規定により、補助事業の

状況を調査し、または報告を求めることがあります。



様式第３号（第５条関係）

第 号

年 月 日

米原市自治会集会施設情報通信ネットワーク環境整備費補助金不交付決定通知書

様

米 原 市 長 印

年 月 日付けで申請のあった米原市自治会集会施設情報通信ネットワーク環境整備費

補助金について、下記の理由により交付しないことに決定したので、米原市自治会集会施設情報通

信ネットワーク環境整備費補助金交付要綱第５条の規定に基づき通知します。

記

交付しない理由



様式第４号（第６条関係）

年 月 日

米原市自治会集会施設情報通信ネットワーク環境整備費補助金交付変更（取下げ）申請書

米 原 市 長 様

年 月 日付け 第 号により交付決定を受けた米原市自治会集会施設情報通信ネ

ットワーク環境整備費補助金について、下記の理由により、交付申請を（変更し・取り下げ）ま

す。

記

変更（取り下げ）する理由

変更内容

自治会名

自治会長名



様式第５号（第７条関係）

年 月 日

米原市自治会集会施設情報通信ネットワーク環境整備費補助金実績報告書

米 原 市 長 様

年 月 日付け 第 号で申請のあった米原市自治会集会施設情報通信ネットワー

ク環境整備費補助金について、米原市自治会集会施設情報通信ネットワーク環境整備費補助金交付

要綱第７条の規定に基づき、関係書類を添えて下記のとおり実績を報告します。

記

１ 交付決定額 （１）インターネット利用料補助事業 円

(２) 情報通信機器（無線ルーター）整備補助事業 円

(３) 合計 円

２ 実績額 （１）インターネット利用料補助事業 円

※３月31日時点において、３月分の月額利用料の支払いが完了していない場

合で、インターネット接続サービス契約を継続して利用しているときは、

上記の実績額の欄には３月分の月額利用料を含めた額を記載し、以下にチ

ェックを入れてください。

☐ 補助申請年度に属する３月31日時点において、インターネットサービス

を継続利用しています。

(２) 情報通信機器（無線ルーター）整備補助事業 円

(３) 合計 円

３ 添付書類

（１）インターネット利用料補助事業

インターネット利用料がわかる領収書等の写し。ただし、株式会社ＺＴＶのインターネット

接続サービスを利用し、交付申請書の同意欄にチェックしている場合は、添付不要です。

（２）情報通信機器（無線ルーター）整備補助事業

ア 設置したことがわかる写真

イ 見積書の写し

自治会名

自治会長名



様式第６号（第９条関係）

年 月 日

米原市自治会集会施設情報通信ネットワーク環境整備費補助金交付請求書

米 原 市 長 様

米原市自治会集会施設情報通信ネットワーク環境整備費補助金交付要綱第８条の規定に基づき、

次のとおり請求します。

交付請求額 金 円

自治会名

自治会長名 ○印


